
・教育訓練経費の最大 80％支給
・受講期間中の生活費の支給
※給付には一定の条件等を満たす必要があります。
※条件により支給額が変わる場合があります。

雇用保険でキャリア形成を支援します！
学費や生活費が不安

そんな方にも安心

教育訓練支援給付金を活用すると、雇用保険基本手当の 60％　  出席日数

1,152,000円支給
※あくまで所定の条件を満たしている場合に受け取ることができる目安の最大額となります。

例 ) 日当 3,200 円の場合で 2年間 (出校日 360 日とした場合 )

栄養士科 2年教育訓練制度を活用すると

1,280,000円支給
※一定の条件等を満たす必要があります。

最大

調理師科 1年教育訓練制度を活用すると

※一定の条件等を満たす必要があります。
640,000円支給最大

【専門実践教育訓練給付金とは？】 働く方や離職中の方のスキルアップや再就職を応援する雇用保険の給付制度です。
・受講中から費用の 50％（年間最大 40万円）が半年ごとに支給されるので費用の負担を減らせます。
・ さらに、無事に修了して資格取得や就職、修了後の賃金アップなどの条件を満たせば追加支給があります。
・条件を満たして指定の講座を受講すると、支払った学費の最大 80%がハローワークから支給されます。
・ 本格的な資格や技術を身につけてキャリアアップを目指したい方に、とてもお得な制度です！

【教育訓練支援給付金とは？】 離職中の方が昼間の専門学校などで学ぶ際の「生活費」をサポートしてくれる制度です。
・ 受講期間中、失業状態にある日について、以前のお給料をもとにした基本手当（失業保険）の 60％が日額として支給されます。
・初めて制度を利用する方かつ受講開始時に 45歳未満の方など、いくつかの条件を満たす必要があります。
・ 「しっかり学校に通って学びたいけれど、その間の生活費が心配…」という方を強力にバックアップしてくれます！

E-mail : info@mikashiho.ac.jp　 0120-088-260

みかしほ学園入学相談室　〒670-0965　兵庫県姫路市東延末 2-165

日本調理製菓専門学校　日本栄養専門学校

は学費のリーズナブルさに加え、みかしほ学園
「日本栄養専門学校　栄養士科(2年制)」と「日本調理製菓専門学校　調理師科　調理師コース(1年制)」の
2講座が専門実践教育訓練に指定されています。

※日本調理製菓専門学校　製菓技術科　製菓製パンコース (1 年制 ) は一般教育訓練対象講座です。(最大給付 10万円 )

ジョブチェンジ・キャリアアップを目指す社会人の皆さまへ

雇用保険の制度を利用し
5年後、10年後の自分を支える「専門力」を磨きませんか？

生活に欠かせない の業界で「食」



受給対象簡易チェックシート
※詳細は必ずハローワークでご確認ください。

2. 受講中 ( 定期的な手続き )
　専門実践：受講開始から 6か月ごとにハローワークへ申請し、支払った学費の
　50％を受け取ります。
　支援給付金：原則 2か月に 1回ハローワークへ行き、失業の認定を受けて
　給付金を受け取ります。

制度の申込は受講開始日の 14日 (2 週間 ) 前までに行うルールですが、最低 1ヶ月ほど余裕はをもって最寄りの

ハローワーク窓口にてご相談をしておくことをお勧めします。授業内容等に関しては当学園が開催するイベント

(オープンキャンパス等 )にご参加ください。下記のQRコードよりイベントの詳細確認や申込が可能です。

3. 修了・就職後 (学費の追加手続き )
　修了したとき：修了後 1か月以内に申請します
　資格を取り、就職したとき：就職後 1か月以内に申請すると、学費の 20%が追加で支給されます。

　お給料がアップしたとき：就職から半年後に申請 (期間は 6か月以内 )すると、さらに学費の 10%が追加されます。
　(すべての条件を満たすと合計で最大 80%の支給となります。)

1. 受講前 ( 受講開始の 2週間前まで )　事前にハローワークで「支給要件紹介」を受けておきましょう。
　キャリアコンサルティングを受け、「ジョブ・カード」の交付を受けます。ハローワークで事前の手続き (受給資格確認 )を
　 済ませます。

　※教育訓練支援給付金をご希望の場合は、必ずご本人がハローワークの窓口に行く必要があります。

受講前から修了までのおおまかな流れ
※詳細は必ずハローワークでご確認ください。

みかしほ学園公式 LINE からもイベント申込が可能です。
ご不明な点などございましたらお気軽にご利用ください

MIKASHIHO

私らしい力のカタチ。

学校法人 みかしほ学園

学校情報やイベント情報はコチラ

雇用保険の一般被保険者
資格喪失から 1年以内

スタート
現在働いている

対象になる可能性があります 対象ではない可能性があります

2年以上同じ会社で
働いている
　　　または
離職したが 1年以内
に就職し通算 2年
以上働いている

教育訓練給付制度の
利用は初めて

以前は働いている

以前の利用から受講開始
まで 3年経過している

3年以上同じ会社で
働いている
　　　または
離職したが 1年以内
に就職し通算 3年
以上働いている

はい いいえ


